
意
見
を
募
集
し
ま
す

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の

　
　
　
　
　
　
推
進
に
一
役

問
湖
北
地
域
消
防
本
部（
☎
６
２
―
０
４
４
４
）

　
各
施
設
の
老
朽
化
が
進
む
豊
公
園
に
つ
い

て
、
再
整
備
を
行
う
た
め
の
基
本
計
画
を
策

定
し
て
い
ま
す
。
今
回
、
計
画
案
を
取
り
ま

と
め
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
を
公
表
す
る
と
と

も
に
、
み
な
さ
ん
か
ら
の
意
見
を
募
集
し
ま

す
。

【
募
集
期
間
】

　
１
月
４
日
（
水
）
〜
２
月
３
日
（
金
）

【
閲
覧
場
所
】

都
市
計
画
課
〈
東
館
２
階
〉

市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
〈
東
館
１
階
〉

北
部
振
興
局
、
各
支
所

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

【
提
出
方
法
】

　
任
意
の
様
式
に
、
住

所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を

記
入
し
、
直
接
ま
た
は
郵

送
、
F
A
X
、
メ
ー
ル
の

い
ず
れ
か
で
左
記
ま
で
。

問
合
せ
・
提
出
先

　
都
市
計
画
課
〈
東
館
２
階
〉

　
〒
５
２
６

－

８
５
０
１
　
八
幡
東
町
６
３
２

　
☎
６
５

－

６
５
４
１

　

 

６
５

－

６
７
６
０

　
* to

sh
ikei@

city.n
agah

am
a.lg.jp

　
宝
く
じ
の
助
成
を
受
け
て
、
軽
可
搬
消
防

ポ
ン
プ
一
式
お
よ
び
初
期
消
火
活
動
用
品
を

購
入
し
、
小
谷
丁
野
町
婦
人
消
防
隊
に
贈
呈

し
ま
し
た
。
こ
の
助
成
は
、（
一
財
）
自
治

総
合
セ
ン
タ
ー
が
、
宝
く
じ
の
社
会
貢
献
事

業
と
し
て
地
域

の
防
災
活
動
の

充
実
強
化
を
図

り
、
安
全
で
災

害
に
強
い
地
域

づ
く
り
を
推
進

す
る
こ
と
を
目

的
に
実
施
し
て

い
る
も
の
で
す
。

軽可搬消防ポンプ贈呈式

簡
易
水
道
事
業
が
長
浜
水
道
企
業
団
に

経
営
統
合
さ
れ
ま
す
。

問
長
浜
水
道
企
業
団
（
☎
６
２
―
４
１
０
１
）

　
北
部
振
興
局
上
下
水
道
課
（
☎
８
２
―
５
９
０
３
）

　
市
が
経
営
し
て
い
る
水
道
事
業
は
、「
長

浜
市
地
域
水
道
ビ
ジ
ョ
ン
」
に
基
づ
き
、
水

需
要
の
変
化
に
伴
う
経
営
状
況
の
悪
化
、
施

設
設
備
の
老
朽
化
な
ど
の
課
題
を
解
決
す
る

た
め
、
市
町
合
併
の
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
を

生
か
し
た
広
域
化
へ
の
取
組
を
進
め
て
い
ま

す
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
４
月
１
日
か
ら
、
木
之
本

地
域
（
一
部
）、
余
呉
地
域
、
西
浅
井
地
域

の
簡
易
水
道
事
業
が
長
浜
水
道
企
業
団
に
経

営
統
合
さ
れ
ま
す
。

　
統
合
に
伴
い
、
水
の
運
用
や
経
営
管
理
の

一
体
化
、
施
設
の
統
廃
合
に
よ
る
運
営
コ
ス

ト
の
削
減
、ま
た
一
元
管
理
に
よ
る
安
全
性
、

安
定
性
、
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
確
保
す
る
中

で
、
効
率
的
で
持
続
性
の
あ
る
水
道
事
業
を

め
ざ
し
、
運
営
基
盤
の
強
化
を
図
っ
て
い
き

ま
す
。
な
お
、
今
回
の
統
合
で
長
浜
市
の
水

道
事
業
は
全
て
長
浜
水
道
企
業
団
に
移
管
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
経
営
統
合
に
よ
る
簡
易
水
道
料
金
・
加
入

金
、
水
道
メ
ー
タ
ー
の
検
針
日
や
料
金
の
口

座
振
替
日
・
納
付
期
限
、
支
払
方
法
な
ど
の

変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
金
居
原
地
区
の
簡
易
水
道
料
金
改
定

　（
２
回
目
）
の
お
知
ら
せ

　
平
成
27
年
４
月
よ
り
段
階
的
に
行
っ
て
い

る
料
金
改
定
に
つ
い
て
、
左
記
の
と
お
り
実

施
し
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

◆ 

新
料
金
の
概
要
（
一
般
家
庭
用
　
口
径
が

13
ミ
リ
の
場
合
）

　
３
月
検
針
分
以
降
、
基
本
水
量
10
㎥
あ
た

り
の
基
本
料
金
月
額
１
，２
９
０
円
、
超
過

料
金
（
１
㎥
あ
た
り
月
額
）
１
２
９
円

※
右
記
の
料
金
は
す
べ
て
消
費
税
込
で
す
。

※ 

金
居
原
地
区
は
、
他
地
区
と
比
べ
改
定
幅

が
大
き
い
た
め
、
２
回
に
分
け
て
改
定
を

行
っ
て
い
ま
す
。
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年
金
受
給
者
の
皆
さ
ん
へ

問
彦
根
年
金
事
務
所
お
客
様
相
談
室

（
☎
０
７
４
９

－

２
３

－

１
１
１
６
）

20
歳
が
ス
タ
ー
ト
「
国
民
年
金
」

問
彦
根
年
金
事
務
所
　
国
民
年
金
課

（
☎
０
７
４
９

－

２
３

－

１
１
１
４
）

１
月
・
２
月
は
「
は
た
ち
の
献
血
」

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
実
施
期
間
で
す

問
健
康
推
進
課（
☎
６
５

－

７
７
７
９
）

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
も

障
害
者
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す問

高
齢
福
祉
介
護
課（
☎
６
５

－

７
７
８
９
）

　
日
本
年
金
機
構
で
は
、
国
民
年
金
や
厚
生

年
金
な
ど
の
老
齢
年
金
を
受
け
て
い
る
人

に
、
１
月
中
旬
か
ら
「
源
泉
徴
収
票
」
を
送

付
し
ま
す
。

　
こ
の
「
源
泉
徴
収
票
」
は
確
定
申
告
の
際

に
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
大
切
に
保
管
し

て
く
だ
さ
い
。
万
が
一
紛
失
し
た
場
合
は
再

発
行
で
き
ま
す
の
で
、
彦
根
年
金
事
務
所
ま

た
は
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
ま
で
お
申
し
出
く

だ
さ
い
。

※ 

障
害
年
金
や
遺
族
年
金
は
課
税
対
象
で
は

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、「
源
泉
徴
収
票
」
は

送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

問
合
せ

●
源
泉
徴
収
票
に
関
す
る
こ
と

　
彦
根
年
金
事
務
所
お
客
様
相
談
室

　
☎
０
７
４
９

－

２
３

－
１
１
１
６

　
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
０
５
７
０

－
０
５

－

１
１
６
５

●
確
定
申
告
に
関
す
る
こ
と

　
長
浜
税
務
署

　
☎
６
２

－

６
１
４
４

　
日
本
国
内
に
住
所
の
あ
る
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
す

べ
て
の
人
は
、
国
民
年
金
に
加
入
す
る
こ
と
が
法
律
で

義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
学
生
も
加
入
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　
公
的
年
金
制
度
は
、
現
役
世
代
が
高
齢
世
代
を
支

え
、
今
の
現
役
世
代
が
高
齢
世
代
に
な
っ
た
と
き
に
は

次
の
世
代
が
支
え
る
と
い
う
「
世
代
と
世
代
の
支
え
あ

い
（
相
互
扶
助
）」
の
し
く
み
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

　
20
歳
を
迎
え
る
人
は
し
っ
か
り
と
人
生
計
画
を
立

て
、
自
分
自
身
の
将
来
の
た
め
国
民
年
金
に
加
入
し
、

保
険
料
を
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　
献
血
は
病
気
の
治
療
の
役
に
立
ち
、
人
の
命
を
救
い

ま
す
。
新
た
に
成
人
さ
れ
る
皆
さ
ん
を
は
じ
め
、
市
民

の
皆
さ
ん
の
献
血
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

１
月
14
日
（
土
）・
２
月
11
日
（
土
）

西
友
長
浜
楽
市
店
駐
車
場

※
受
付
時
間
は
10
時
〜
12
時
、
13
時
〜
15
時
30
分

※
４
０
０
㎖
献
血
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
や
そ
の
人
を
扶
養
し
て
い
る
人

で
、
次
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
人
は
、
確
定
申
告
で
障
害
者
控
除
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

【
認
定
要
件
】

　
平
成
28
年
12
月
31
日
現
在
、
介
護
認
定
を
受
け
て
お
り
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
人

○ 

介
護
保
険
認
定
調
査
票
の
「
認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度
」
が
Ⅲ
、
Ⅳ

ま
た
は
M
と
判
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

○ 

介
護
保
険
認
定
調
査
票
の
「
障
害
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度
（
寝
た
き
り

度
）」
が
B
ま
た
は
C
と
判
定
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
６
か
月
以
上
寝
た
き
り

状
態
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
。

　
控
除
を
受
け
る
に
は
、「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」
が
必
要
と
な
り
ま
す

の
で
、
左
記
窓
口
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

●
認
定
書
に
関
す
る
問
合
せ
・
申
請
窓
口

　
高
齢
福
祉
介
護
課
〈
東
館
１
階
〉

　
北
部
振
興
局
福
祉
生
活
課
、
各
支
所

●
税
の
控
除
に
関
す
る
問
合
せ

　
税
務
課
〈
東
館
１
階
〉

　
☎
６
５
―
６
５
２
４
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